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各　位

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

（会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 459 条第１項及び当社定款第８条の規定に

基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1． 自己株式の取得を行う理由

当社は、2024年11月13日に公表した「中期経営計画策定に関するお知らせ」のとおり、財政状態及び株価

水準等を総合的に勘案しながら、株主に対する充実した利益還元を実施するため、自己株式の取得を行うこ

とといたしました。

2． 取得にかかる事項の内容

（１） 取得対象株式の種類 普通株式

（２） 取得し得る株式の総数
250,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.50%）

（３） 株式の取得価額の総額 100,000,000円（上限）

（４） 取得期間 2024年12月１日～2025年11月30日

（５） 取得方法 東京証券取引所における市場買付

（参考）2024年９月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数

（自己株式を除く）
16,722,211株

自己株式数 306,994株
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